
以下に該当する⽅はこの報告書の提出は不要ですが、「退職（転出）届書」の
提出が必要です。 

（１）現職の組合員として公⽴学校共済組合に加⼊しない⽅  
   （例 勤務時間が週 20 時間未満の⽅、任意継続組合員加入者など） 
   
（２）週 20 時間以上勤務するが、異動により他の公務員共済組合に加⼊する⽅ 

（例 知事部局へ異動となる⽅など） 
 

再 任 用 等 報 告 書 
 

私は再任⽤フルタイム勤務等により、退職⽇の翌⽇以降も引き続き公⽴学校共済組合三重支部
の組合員となることを報告します。 
 
【 令和６年度の任⽤形態 】 （該当する任⽤形態に 〇  を付してください。） 
 

 暫定再任用フルタイム勤務職員 

 暫定再任用短時間勤務職員 ※ 

 

定年前再任用短時間勤務職員 ※ 

臨時的任用職員 ※ 

会計年度任用職員 ※ 

           ※週 20 時間以上勤務かつ任⽤期間２か月以上であること 
 
   令和  年  月  ⽇ 
 
                所属所名                    
 
                氏  名                   
 
 

退職時の所属所⻑の原本証明を受けた「⼈事記録カードの写し」を添付して 
        ください。なお、添付にあたり次の点にご留意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            〒 514－8570 三重県津市広明町１３番地 三重県庁６階 

              公⽴学校共済組合三重支部 年⾦・給付班 
 
 
 
 

① 証明⽇は退職⽇（３⽉３１⽇）以降の⽇付としてください。  
② 退職に係る発令事項の⽂⾔まで記載（追記で可）してください。 

（現在再任⽤フルタイムの⽅は再任⽤フルタイムに係る発令事項の⽂言まで記載 ） 
③ 三重県の電算システムから出⼒された⼈事記録カードと併せて、従来の手書きの人事  
  カードも添付 

※  してください。 
 
    ※  県の電算システムから出⼒される⼈事記録カードは、平成５年度以前の期間について給与の  
      発令事項が省略されていますが、年⾦に係る事務処理上、当該期間の給与発令事項の確認が必 
      要となりますので、添付をお願いします。（平成 6 年度以降採⽤の⽅、及び、再任⽤フルタイム勤

務の⽅が臨時的任⽤職員や週 20 時間以上の再任⽤短時間職員・会計年度任⽤職員となる場合には⼿
書きの⼈事カードは不要です）。 

書類の提出先 

添 付 書 類 

提出を要しない⽅ 

記 入 例 

 ６   3   31 
 〇 高等学校 
 公⽴ 太郎 

 

「再任用等報告書」の提出が必要となるのは以下のような⽅です。 
 

①  定年前早期退職する⽅で引き続き、定年前再任用短時間勤務職員（週 20

時間以上）、臨時的任用職員、会計年度任用職員（週 20 時間以上）となっ

て公⽴学校共済組合三重⽀部に加⼊する⽅。 

 

②  暫定再任用フルタイム勤務満了後に引き続き暫定再任用短時間職員（週

20 時間以上）⼜は臨時的任用職員、会計年度任用職員（週 20 時間以上）

となって公⽴学校共済組合三重⽀部に加⼊する⽅。 

 
※暫定再任用フルタイム勤務の⽅が次年度も引き続き暫定再任用フルタイム勤

務となる場合には提出不要です。また、公⽴学校共済組合の⽼齢厚⽣年⾦受給

開始年齢に達している⽅も提出は不要です 


